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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３以上の利用者が電子情報を閲覧する順番を定めた順番情報と、閲覧する順番となって
いる利用者を示す作業者識別情報とを記憶した順番情報記憶手段と、電子情報に対する文
字列情報を記憶した文字列情報記憶手段と、にアクセスが可能なコンピュータに、
　電子情報に対する文字列情報の入力を受け付ける記入領域と、電子情報に対する利用者
の判断の入力を受け付ける判断指示部と、前記文字列情報記憶手段に記憶された電子情報
に対する文字列情報を表示させる表示領域とを含む表示用情報を生成する表示用情報生成
機能、
　前記作業者識別情報に示された利用者からの要求に応じて、前記表示用情報生成機能に
より生成された表示用情報を該要求の要求元に出力する表示用情報出力機能、
　前記表示用情報出力機能により前記要求元に出力された表示用情報の前記判断指示部を
介して前記判断の入力を受け付けたときに処理を開始する機能であって、前記順番情報に
基づいて、前記作業者識別情報を次の順番の利用者に更新する更新機能、
　前記判断指示部に承認を意味する判断が入力された場合、当該承認行為について入力さ
れた文字列情報に対して参照を可能とするアクセス権を前記３以上のすべての利用者に設
定するアクセス権設定機能、
　前記記入領域を介して入力を受け付けた前記文字列情報がどの利用者宛ての文字列情報
であるのかを、前記順番情報及び前記要求元の利用者識別情報に基づいて特定する特定機
能、
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　前記表示用情報出力機能により前記要求元に出力された表示用情報の前記判断指示部を
介して前記判断の入力の受け付けに応じて、前記記入領域を介して入力を受け付けた前記
文字列情報を、当該文字列情報の記入者である前記要求元の利用者を示す利用者識別情報
と、当該文字列情報の宛先である前記特定機能により特定された利用者を示す利用者識別
情報とに対応付けて前記文字列情報記憶手段に登録する文字列情報登録機能、
　前記要求元からの、第１の利用者識別情報及び第２の利用者識別情報を含んだ検索要求
に応じて、前記文字列情報記憶手段に記憶された、電子情報に対応する文字列情報のうち
、当該文字列情報の記入者を示す利用者情報が当該第１の利用者識別情報と一致し、且つ
、当該文字列情報の宛先を示す利用者情報が当該第２の利用者識別と一致する文字列情報
を検索する検索機能、
　を実現させ、
　前記表示用情報生成機能は、
　前記文字列情報記憶手段に記憶された電子情報に対する文字列情報のうち、前記要求元
が参照可能とするアクセス権が設定された文字列情報を前記表示領域に表示させるように
前記表示用情報を生成し、
　前記要求元から検索要求がされた場合、前記要求元が参照可能とするアクセス権が設定
された文字列情報のうち、前記検索機能により検索された文字列情報を前記表示領域に表
示させるように前記表示用情報を生成する、
　ことを特徴とする電子情報回覧プログラム。
【請求項２】
　前記表示用情報生成機能は、電子情報を閲覧する利用者それぞれを表すノードと、前記
順番情報に従って２つの前記ノードを結合することによって閲覧する順番を示す記号と、
を含む前記表示用情報を生成し、
　前記検索要求は、前記要求元による前記記号の選択操作により行われ、
　前記第１の利用者識別情報は、選択された記号に結合された一方のノードに対応する利
用者の利用者識別情報であり、
　前記第２の利用者識別情報は、選択された記号に結合された他方のノードに対応する利
用者の利用者識別情報である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子情報回覧プログラム。
【請求項３】
　前記表示用情報生成機能は、電子情報を閲覧する利用者それぞれを表すノードと、前記
順番情報に従って２つの前記ノードを結合することによって閲覧する順番を示す記号と、
を含む前記表示用情報を生成し、
　前記アクセス権設定機能は、前記記号の選択操作に応じて当該記号に結合された前記ノ
ードに対応する利用者に対応付けられた文字列情報に対するアクセス権を、当該ノードに
対応する利用者にのみ付与するよう変更する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子情報回覧プログラム。
【請求項４】
　前記表示用情報生成機能は、前記利用者からの表示指示に従い、前記表示領域に表示指
示に該当する前記電子情報に対する文字列情報が、表示指示に該当しない文字列情報と識
別可能に表示されるように前記表示用情報を生成することを特徴とする請求項１に記載の
電子情報回覧プログラム。
【請求項５】
　３以上の利用者が電子情報を閲覧する順番を定めた順番情報と、閲覧する順番となって
いる利用者を示す作業者識別情報とを記憶した順番情報記憶手段と、
　電子情報に対する文字列情報を記憶した文字列情報記憶手段と、
　電子情報に対する文字列情報の入力を受け付ける記入領域と、電子情報に対する利用者
の判断の入力を受け付ける判断指示部と、前記文字列情報記憶手段に記憶された電子情報
に対する文字列情報を表示させる表示領域とを含む表示用情報を生成する表示用情報生成
手段と、
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　前記作業者識別情報に示された利用者からの要求に応じて、前記表示用情報生成手段に
より生成された表示用情報を該要求の要求元に出力する表示用情報出力手段と、
　前記表示用情報出力手段により前記要求元に出力された表示用情報の前記判断指示部を
介して前記判断の入力を受け付けたときに処理を開始する手段であって、前記順番情報に
基づいて、前記作業者識別情報を次の順番の利用者に更新する更新手段と、
　前記判断指示部に承認を意味する判断が入力された場合、当該承認行為について入力さ
れた文字列情報に対して参照を可能とするアクセス権を前記３以上のすべての利用者に設
定するアクセス権設定手段と、
　前記記入領域を介して入力を受け付けた前記文字列情報がどの利用者宛ての文字列情報
であるのかを、前記順番情報及び前記要求元の利用者識別情報に基づいて特定する特定手
段と、
　前記表示用情報出力手段により前記要求元に出力された表示用情報の前記判断指示部を
介して前記判断の入力の受け付けに応じて、前記記入領域を介して入力を受け付けた前記
文字列情報を、当該文字列情報の記入者である前記要求元の利用者を示す利用者識別情報
と、当該文字列情報の宛先である前記特定手段により特定された利用者を示す利用者識別
情報とに対応付けて前記文字列情報記憶手段に登録する文字列情報登録手段と、
　前記要求元からの、第１の利用者識別情報及び第２の利用者識別情報を含んだ検索要求
に応じて、前記文字列情報記憶手段に記憶された、電子情報に対応する文字列情報のうち
、当該文字列情報の記入者を示す利用者情報が当該第１の利用者識別情報と一致し、且つ
、当該文字列情報の宛先を示す利用者情報が当該第２の利用者識別と一致する文字列情報
を検索する検索手段と、
　を有し、
　前記表示用情報生成手段は、
　前記文字列情報記憶手段に記憶された電子情報に対する文字列情報のうち、前記要求元
が参照可能とするアクセス権が設定された文字列情報を前記表示領域に表示させるように
前記表示用情報を生成し、
　前記要求元から検索要求がされた場合、前記要求元が参照可能とするアクセス権が設定
された文字列情報のうち、前記検索手段により検索された文字列情報を前記表示領域に表
示させるように前記表示用情報を生成する、
　ことを特徴とする電子情報回覧装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子情報回覧プログラム及び電子情報回覧装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワークフローシステムに電子ミーティングを組み込んだシステムが提案されている（例
えば、特許文献１）。電子ミーティングを利用することにより、自分より前に承認した回
覧者に対して質問して回答を得たり、その質問内容等を記録に残したりすることができる
。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－０３８１７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来においては、フローを開始する前にどのステップで電子掲示板を利
用すべきなのかを検討し、事前にそのステップ位置に組み込んでおく必要があった。また
、従来においては、次のステップに進むためには電子掲示板を電子掲示板の管理者もしく
は回覧メンバのうちの代表１名によってクローズする必要があるなどの制約があった。
【０００５】
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　本発明は、利用者が電子情報に対する文字列情報の登録と、その電子情報に対する判断
の入力とを行う場合、利用者によるひとつの指示操作に応じて、その２つの処理を実行す
る電子情報回覧プログラム及び電子情報回覧装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る電子情報回覧プログラムは、３以上の利用者が電子情報を閲覧する順番を
定めた順番情報と、閲覧する順番となっている利用者を示す作業者識別情報とを記憶した
順番情報記憶手段と、電子情報に対する文字列情報を記憶した文字列情報記憶手段と、に
アクセスが可能なコンピュータに、電子情報に対する文字列情報の入力を受け付ける記入
領域と、電子情報に対する利用者の判断の入力を受け付ける判断指示部と、前記文字列情
報記憶手段に記憶された電子情報に対する文字列情報を表示させる表示領域とを含む表示
用情報を生成する表示用情報生成機能、前記作業者識別情報に示された利用者からの要求
に応じて、前記表示用情報生成機能により生成された表示用情報を該要求の要求元に出力
する表示用情報出力機能、前記表示用情報出力機能により前記要求元に出力された表示用
情報の前記判断指示部を介して前記判断の入力を受け付けたときに処理を開始する機能で
あって、前記順番情報に基づいて、前記作業者識別情報を次の順番の利用者に更新する更
新機能、前記判断指示部に承認を意味する判断が入力された場合、当該承認行為について
入力された文字列情報に対して参照を可能とするアクセス権を前記３以上のすべての利用
者に設定するアクセス権設定機能、前記記入領域を介して入力を受け付けた前記文字列情
報がどの利用者宛ての文字列情報であるのかを、前記順番情報及び前記要求元の利用者識
別情報に基づいて特定する特定機能、前記表示用情報出力機能により前記要求元に出力さ
れた表示用情報の前記判断指示部を介して前記判断の入力の受け付けに応じて、前記記入
領域を介して入力を受け付けた前記文字列情報を、当該文字列情報の記入者である前記要
求元の利用者を示す利用者識別情報と、当該文字列情報の宛先である前記特定機能により
特定された利用者を示す利用者識別情報とに対応付けて前記文字列情報記憶手段に登録す
る文字列情報登録機能、前記要求元からの、第１の利用者識別情報及び第２の利用者識別
情報を含んだ検索要求に応じて、前記文字列情報記憶手段に記憶された、電子情報に対応
する文字列情報のうち、当該文字列情報の記入者を示す利用者情報が当該第１の利用者識
別情報と一致し、且つ、当該文字列情報の宛先を示す利用者情報が当該第２の利用者識別
と一致する文字列情報を検索する検索機能、を実現させ、前記表示用情報生成機能は、前
記文字列情報記憶手段に記憶された電子情報に対する文字列情報のうち、前記要求元が参
照可能とするアクセス権が設定された文字列情報を前記表示領域に表示させるように前記
表示用情報を生成し、前記要求元から検索要求がされた場合、前記要求元が参照可能とす
るアクセス権が設定された文字列情報のうち、前記検索機能により検索された文字列情報
を前記表示領域に表示させるように前記表示用情報を生成する、ことを特徴とする。
【０００７】
　また、前記表示用情報生成機能は、電子情報を閲覧する利用者それぞれを表すノードと
、前記順番情報に従って２つの前記ノードを結合することによって閲覧する順番を示す記
号と、を含む前記表示用情報を生成し、前記検索要求は、前記要求元による前記記号の選
択操作により行われ、前記第１の利用者識別情報は、選択された記号に結合された一方の
ノードに対応する利用者の利用者識別情報であり、前記第２の利用者識別情報は、選択さ
れた記号に結合された他方のノードに対応する利用者の利用者識別情報である、ことを特
徴とする。
【０００８】
　また、前記表示用情報生成機能は、電子情報を閲覧する利用者それぞれを表すノードと
、前記順番情報に従って２つの前記ノードを結合することによって閲覧する順番を示す記
号と、を含む前記表示用情報を生成し、前記アクセス権設定機能は、前記記号の選択操作
に応じて当該記号に結合された前記ノードに対応する利用者に対応付けられた文字列情報
に対するアクセス権を、当該ノードに対応する利用者にのみ付与するよう変更することを
特徴とする。
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【０００９】
　また、前記表示用情報生成機能は、前記利用者からの表示指示に従い、前記表示領域に
表示指示に該当する前記電子情報に対する文字列情報が、表示指示に該当しない文字列情
報と識別可能に表示されるように前記表示用情報を生成することを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る電子情報回覧装置は、３以上の利用者が電子情報を閲覧する順番を定めた
順番情報と、閲覧する順番となっている利用者を示す作業者識別情報とを記憶した順番情
報記憶手段と、電子情報に対する文字列情報を記憶した文字列情報記憶手段と、電子情報
に対する文字列情報の入力を受け付ける記入領域と、電子情報に対する利用者の判断の入
力を受け付ける判断指示部と、前記文字列情報記憶手段に記憶された電子情報に対する文
字列情報を表示させる表示領域とを含む表示用情報を生成する表示用情報生成手段と、前
記作業者識別情報に示された利用者からの要求に応じて、前記表示用情報生成手段により
生成された表示用情報を該要求の要求元に出力する表示用情報出力手段と、前記表示用情
報出力手段により前記要求元に出力された表示用情報の前記判断指示部を介して前記判断
の入力を受け付けたときに処理を開始する手段であって、前記順番情報に基づいて、前記
作業者識別情報を次の順番の利用者に更新する更新手段と、前記判断指示部に承認を意味
する判断が入力された場合、当該承認行為について入力された文字列情報に対して参照を
可能とするアクセス権を前記３以上のすべての利用者に設定するアクセス権設定手段と、
前記記入領域を介して入力を受け付けた前記文字列情報がどの利用者宛ての文字列情報で
あるのかを、前記順番情報及び前記要求元の利用者識別情報に基づいて特定する特定手段
と、前記表示用情報出力手段により前記要求元に出力された表示用情報の前記判断指示部
を介して前記判断の入力の受け付けに応じて、前記記入領域を介して入力を受け付けた前
記文字列情報を、当該文字列情報の記入者である前記要求元の利用者を示す利用者識別情
報と、当該文字列情報の宛先である前記特定手段により特定された利用者を示す利用者識
別情報とに対応付けて前記文字列情報記憶手段に登録する文字列情報登録手段と、前記要
求元からの、第１の利用者識別情報及び第２の利用者識別情報を含んだ検索要求に応じて
、前記文字列情報記憶手段に記憶された、電子情報に対応する文字列情報のうち、当該文
字列情報の記入者を示す利用者情報が当該第１の利用者識別情報と一致し、且つ、当該文
字列情報の宛先を示す利用者情報が当該第２の利用者識別と一致する文字列情報を検索す
る検索手段と、を有し、前記表示用情報生成手段は、前記文字列情報記憶手段に記憶され
た電子情報に対する文字列情報のうち、前記要求元が参照可能とするアクセス権が設定さ
れた文字列情報を前記表示領域に表示させるように前記表示用情報を生成し、前記要求元
から検索要求がされた場合、前記要求元が参照可能とするアクセス権が設定された文字列
情報のうち、前記検索手段により検索された文字列情報を前記表示領域に表示させるよう
に前記表示用情報を生成する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１，５記載の発明によれば、利用者が電子情報に対する文字列情報の登録と、そ
の電子情報に対する判断の入力とを行う場合、利用者によるひとつの指示操作に応じて、
その２つの処理を実行できる。
【００１２】
　また、記入領域に記入した文字列情報の宛先を、利用者が入力する必要がない。
【００１３】
　また、指定された記入者及び宛先と対応付けられた文字列情報を出力することができる
。指定された回覧者間でのやり取りに関するコメントのみを抽出して表示させることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面に基づいて、本発明の好適な実施の形態について説明する。本実施の形態で
は、電子文書の回覧を行う場合を例にして説明する。
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【００１６】
　図１は、本実施の形態における電子文書回覧システムの全体構成図である。図１には、
電子情報回覧装置に相当し、電子文書の回覧機能と掲示板機能を実現する文書回覧装置３
０と、電子文書の回覧者が使用する情報端末装置２０とがネットワーク１２に接続された
構成が示されている。
【００１７】
　図２は、本実施の形態における文書回覧装置３０及び情報端末装置２０をそれぞれ形成
するコンピュータのハードウェア構成図である。文書回覧装置３０はサーバコンピュータ
、情報端末装置２０はクライアントコンピュータであるため性能的に差異はあるかもしれ
ないが、いずれもコンピュータであることから、そのハードウェア構成は、図２のように
図示することができる。本実施の形態において文書回覧装置３０及び情報端末装置２０を
それぞれ形成するコンピュータは、従前から存在する汎用的なハードウェア構成で実現で
きる。すなわち、コンピュータは、図２に示したようにＣＰＵ１、ＲＯＭ２、ＲＡＭ３、
ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）４を接続したＨＤＤコントローラ５、入力手段として
設けられたマウス６とキーボード７、及び表示装置として設けられたディスプレイ８をそ
れぞれ接続する入出力コントローラ９、通信手段として設けられたネットワークコントロ
ーラ１０を内部バス１１に接続して構成される。
　本実施の形態では、例えば、文書回覧装置３０に含まれるＨＤＤ４によって、複数の利
用者が電子情報を閲覧する順番を定めた順番情報と閲覧する順番となっている利用者を示
す作業者識別情報とを記憶した順番情報記憶手段と、電子情報に対する文字列情報を記憶
した文字列情報記憶手段とを実現する。また、文書回覧装置３０を形成するコンピュータ
のＣＰＵ１が、本実施の形態における電子情報回覧プログラムを実行することによって、
電子情報に対する文字列情報の入力を受け付ける記入領域と電子情報に対する利用者の判
断の入力を受け付ける判断指示部と前記文字列情報記憶手段に記憶された電子情報に対す
る文字列情報を表示させる表示領域とを含む表示用情報を生成する表示用情報生成機能、
前記作業者識別情報に示された利用者からの要求に応じて前記表示用情報生成機能により
生成された表示用情報を該要求の要求元に出力する表示用情報出力機能、前記表示用情報
出力機能により前記要求元に出力された表示用情報の前記判断指示部を介して前記判断の
入力を受け付けたときに処理を開始する機能であって前記順番情報に基づいて、前記作業
者識別情報を次の順番の利用者を示すように更新する更新機能、前記表示用情報出力機能
により前記要求元に出力された表示用情報の前記判断指示部を介して前記判断の入力を受
け付けたときに処理を開始する機能であって前記記入領域を介して入力を受け付けた前記
文字列情報を前記文字列情報記憶手段に登録する文字列情報登録機能、前記記入領域を介
して入力を受け付けた前記文字列情報がどの利用者宛ての文字列情報であるのかを前記順
番情報及び前記要求元の利用者識別情報に基づいて特定する特定機能、及び前記作業者識
別情報に示された利用者からの第１の利用者識別情報及び第２の利用者識別情報を含んだ
検索要求に応じて、前記文字列情報記憶手段に記憶された、電子情報に対応する文字列情
報のうち、当該文字列情報の記入者を示す利用者情報が当該第１の利用者識別情報と一致
し、且つ、当該文字列情報の宛先を示す利用者情報が当該第２の利用者識別と一致する文
字列情報を検索する検索機能を実現する。
【００１８】
　図３は、本実施の形態における電子文書回覧システムのブロック構成図である。なお、
情報端末装置２０はいずれも同様の構成でよいので、図３には１台のみ図示した。情報端
末装置２０は、通信インタフェース（ＩＦ）部２１、ユーザインタフェース（ＵＩ）部２
２及び文書処理部２３を有している。通信インタフェース部２１は、文書回覧装置３０と
の間でデータ通信を行う。ユーザインタフェース部２２は、ブラウザ機能により実現され
、ディスプレイ８への画面表示を行う表示部２４と、マウス６等を使った入力、指示等を
受け付ける入力部２５とを有する。文書処理部２３は、文書アプリケーションにより実現
され、回覧者からの指示に応じて回覧対象の電子文書の閲覧、編集等を行う。情報端末装
置２０における各構成要素２１～２３は、情報端末装置２０を形成するコンピュータと、



(7) JP 5309781 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

コンピュータに搭載されたＣＰＵ１で動作するプログラムとの協調動作により実現される
。
【００１９】
　文書回覧装置３０は、通信インタフェース（ＩＦ）部３１、回覧管理部３２、掲示板管
理部３３、アクセス権設定部３４、表示制御部３５、文書管理部３６、制御部３７、回覧
情報記憶部３８、掲示板情報記憶部３９、アクセス権情報記憶部４０及び回覧文書記憶部
４１を有している。通信インタフェース部３１は、情報端末装置２０との間でデータ通信
を行う。回覧管理部３２は、文書回覧装置３０において回覧機能及び前述した更新機能の
主要部分を実現する手段であり、本実施の形態では、回覧情報記憶部３８を用いて各回覧
者の回覧順と回覧の状態を管理する。掲示板管理部３３は、文書回覧装置３０において電
子掲示板機能、前述した文字列情報登録機能、特定機能及び検索機能の主要部分を実現す
る手段であり、本実施の形態では、掲示板情報記憶部３９を用いて回覧機能と電子掲示板
機能とを連係させる。アクセス権設定部３４は、回覧者からの指示に応じて又は自動処理
にて、電子掲示板に書き込まれた各コメントに対してアクセス権を設定することによって
各コメントへのアクセス制御を行う。表示制御部３５は、ウェブ機能、前述した表示用情
報生成機能及び表示用情報出力機能の主要部分を実現し、回覧に関する情報を掲示板形式
で情報端末装置２０に表示させる。文書管理部３６は、回覧文書記憶部４１に記憶された
回覧対象の電子文書を管理する。制御部３７は、文書回覧装置３０に設けられた各構成要
素３１～３６の全体制御を行う。
【００２０】
　文書回覧装置３０における各構成要素３１～３７は、文書回覧装置３０を形成するコン
ピュータと、コンピュータに搭載されたＣＰＵ１で動作するプログラムとの協調動作によ
り実現される。また、各記憶部３７～４１は、文書回覧装置３０に搭載されたＨＤＤ４に
て実現される。
【００２１】
　また、本実施の形態で用いるプログラムは、通信手段により提供することはもちろん、
ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して提供
することも可能である。通信手段や記録媒体から提供されたプログラムはコンピュータに
インストールされ、コンピュータのＣＰＵがインストールプログラムを順次実行すること
で各種処理が実現される。
【００２２】
　図４は、本実施の形態における回覧情報記憶部３８に記憶された回覧情報のデータ構成
例を示した図である。回覧情報には、回覧順と回覧者と回覧状態と承認日時とが対応付け
して設定される。なお、回覧者には、回覧対象の電子文書に対して承認を行う者（若しく
はグループ）を一意に特定しうる識別情報を設定するが、本実施の形態では、便宜的に回
覧者の職位で示した。回覧情報に含まれる回覧順と回覧者は、回覧を開始する前に予め設
定しておくべき情報である。これらの情報の事前設定は、電子文書提供者の平社員による
操作指示に応じて回覧管理部３２が回覧情報記憶部３８に設定登録する。
【００２３】
　図５は、本実施の形態における掲示板情報記憶部３９に記憶された掲示板情報のデータ
構成例を示した図である。掲示板情報には、電子掲示板機能を利用して書き込まれたコメ
ントに、当該コメントを識別するコメントＩＤ、当該コメントの書込者、書込日時、コメ
ント書込み後における当該回覧者の回覧状態と、リンク元コメントＩＤと、連係情報とが
対応付けされて、コメントが書き込まれた時点で生成される。リンク元コメントＩＤは、
書き込まれたコメントと既に書き込まれている書込済みコメントとの関係を示す情報であ
る。本実施の形態では、関係がある場合にそのリンク元となるコメントのコメントＩＤが
リンク元コメントＩＤの項目に設定される。また、書き込まれたコメントは、どの回覧者
宛のコメントであるかをコメント書込み者の回覧状態から特定されるが、連係情報は、コ
メント書込み者とコメント宛先者との組を示す情報である。
【００２４】
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　図６は、本実施の形態におけるアクセス権情報記憶部４０に記憶されたアクセス権情報
のデータ構成例を示した図である。アクセス権情報には、電子掲示板に書き込まれたコメ
ントのコメントＩＤに対応させて、当該コメントの閲覧が許可された回覧者の識別情報が
設定される。
【００２５】
　次に、本実施の形態が提供する機能及びその機能を実現する際の動作について説明する
が、その前に本実施の形態において用いるユーザインタフェース画面のフォーマットにつ
いて説明する。
【００２６】
　図７は、本実施の形態における回覧機能を利用する際に画面表示される回覧画面のフォ
ーマットの一例を示した図である。図７には、平社員、係長及び課長によりこの順番で行
われた回覧であって、平社員が作成した電子文書に対して係長及び課長の双方から承認さ
れたことにより回覧が終了した状態の画面例が示されている。図７において、表示画面の
上部には、回覧のタイトル（「Ｘエリア営業日報承認のお願い」）の表示領域５１が表示
され、その下方に、この回覧処理を行う回覧者及び回覧の順番がわかるようにノード５２
とアーク５３が示されている。アーク５３は、回覧処理の流れを示すためにノード５２の
間に示される記号である。本実施の形態では、矢印で示している。ノード５２は、アーク
５３で結合された回覧者の節を示し、各回覧者を特定する情報がノード５２を示す枠内に
表示される。本実施の形態では、回覧者の識別情報と、承認が済んだ回覧者には、承認済
みを示す「［承認済］」という文字情報が合わせて表示される。ノード５２及びアーク５
３で示された回覧処理情報の表示領域の右側には、文書アイコン５３が文書名と共に表示
され、文書アイコン５４がクリック選択されることによって回覧対象の文書が回覧者使用
の情報端末装置２０のディスプレイ８に表示される。更に、その右側には、情報端末装置
２０にログインして図７に示した画面を表示させているユーザーの識別情報の表示領域５
５が表示される。
【００２７】
　回覧処理情報の表示領域の下側に設けられたコメント領域５６は、回覧者がコメントを
書き込むための入力領域である。コメント領域５６に書き込まれたコメントを有効にし、
掲示板情報表示領域６１のコメント表示領域６４に表示されるようにするために各種ボタ
ン５７～６０が設けられている。このうち、コメント書込ボタン  は、回覧の状態を変え
ずにコメントのみを書き込む際に選択するボタンである。承認、否認及び差戻しの各ボタ
ン５８～６０は、コメントを書き込むと同時に回覧対象の電子文書を承認、否認又は差戻
しする際に選択するボタンである。また、ボタン５８～６０の選択に伴い、当該回覧者の
回覧の状態も変更される。掲示板情報表示領域６１については、以下、本実施の形態の動
作と共に説明する。
【００２８】
　情報端末装置２０を使用している平社員からの文書登録要求に応じて、文書回覧装置３
０における制御部３７は、文書管理部３６に、情報端末装置２０から送られてきた回覧対
象の電子文書を回覧文書記憶部４１に登録させる。また、平社員が情報端末装置２０のデ
ィスプレイ８に表示された所定の設定画面（図示せず）から回覧者及びその回覧順を指定
すると、ユーザインタフェース部２２は、その指定された情報を含む回覧情報登録要求を
文書回覧装置３０に送る。制御部３７は、回覧情報登録要求を受信すると、回覧管理部３
２に、図４に例示したデータ構成の回覧情報を生成させ、回覧情報記憶部３８に登録させ
る。なお、この時点では、回覧は開始されておらず、また承認を受けていないので、回覧
情報に含まれる回覧状態及び承認日時は、空白（不定）のままである。更に、平社員が文
書名や格納先等回覧対象の電子文書に関する情報や回覧のタイトルを設定すると、制御部
３７は、その指定された情報を受け付け、回覧管理部３２に、その受け付けた情報を回覧
情報と関連付けて回覧情報記憶部３８に登録させる。なお、関連付けた情報については図
示していない。
【００２９】
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　以上のようにして回覧の初期設定処理が終了すると、平社員が所定の操作により図７に
例示した回覧画面の表示要求を送る。制御部３７が表示要求を受信すると、表示制御部３
５は、制御部３７からの指示に従い、回覧画面の表示に必要な情報を、回覧管理部３２を
介して回覧情報記憶部３８から、掲示板管理部３３を介して掲示板情報記憶部３９からそ
れぞれ取得する。なお、この開始時点では必要な情報はまだ掲示板情報記憶部３９に登録
されていない。そして、表示制御部３５は、取得した情報に基づき図７に例示した回覧画
面を生成し、表示要求元の情報端末装置２０のユーザインタフェース部２２にディスプレ
イ８に表示させる。このとき、表示制御部３５は、アクセス権情報記憶部４０に設定され
ているアクセス権情報を参照することによって、表示要求をした回覧者のアクセス権を確
認して閲覧が許可された情報のみが表示されるように処理する。
【００３０】
　この時点では、掲示板情報表示領域６１にはコメント等は何も表示されていない。ここ
で、回覧順の先頭に位置する平社員が回覧画面のコメント領域５６へコメント（図７の例
に従うと「承認お願いします。」）を書き込んだ後承認ボタン５８をクリック選択すると
、掲示板管理部３３は、その入力されたコメントを、制御部３７を介して受け付け、図５
に例示したコメントＩＤ“１”の掲示板情報を生成し、掲示板情報記憶部３９に登録する
。生成される掲示板情報は、最初であるためコメントＩＤは“１”、状態は“開始”が自
動設定される。なお、承認ボタン５８が選択された場合、本来、状態には“承認”が設定
されるが、先頭の場合に限り、図５に例示したように“開始”が設定される。更に、掲示
板情報のコメントの項目には、情報端末装置２０においてコメント領域５６に書き込まれ
たコメントが設定され、書込者の項目には、情報端末装置２０のログインユーザーから特
定できる“平社員”、書込日時の項目には、現在時刻が設定される。更に、開始時点にお
いて、書き込まれたコメントは、回覧順が１番の平社員が２番の係長宛てに書き込んだコ
メントであることは明らかなので、連係情報には、コメント書込み者とコメント宛先者と
の組がわかるように“１－２”と各回覧者の回覧順を関連付けて設定する。なお、このと
き、入力されたコメントが書込済みのコメントに対するコメントである旨の所定の操作指
示がされなかったので、リンク元コメントＩＤには、コメントＩＤが設定されない。
【００３１】
　更に、回覧管理部３２は、平社員による承認ボタン５８の選択により平社員の回覧情報
における回覧状態に“承認済”を、承認日時に現在時刻をそれぞれ設定すると共に“承認
済”の回覧者に続く回覧者（この例では“係長”）の回覧状態に“処理中”を設定する。
【００３２】
　表示制御部３５は、回覧情報及び掲示板情報の更新に応じて、回覧情報及び掲示板情報
を各管理部３２，３３から取得して、ユーザインタフェース部２２に表示させる回覧画面
を生成する。このとき、更に、回覧の処理対象者が次の係長に移ったことを示す説明文を
自動生成する。このようにして、図７に例示したコメント行７１及びコメント行７２が回
覧画面に表示される。
【００３３】
　ところで、各コメント行は、次の情報を表示する領域により構成される。すなわち、「
ＩＤ」の表示領域６２には、掲示板情報のコメントＩＤ、すなわち当該コメントの識別情
報が表示される。「状態」の表示領域６３には、掲示板情報の回覧状態、すなわち承認又
は差戻しのボタン５８，６０が選択されてコメントが書き込まれたときにその旨が表示さ
れる。コメント書込ボタン５７が選択された場合には何も設定されない。「コメント」の
表示領域６４には、掲示板情報のコメント、すなわち書き込まれたコメント、更には文書
回覧装置３０にて自動生成された説明文が表示される。「書込者」の表示領域６５には、
掲示板情報の書込者、すなわちコメントを書き込んだ回覧者の識別情報が表示される。「
書込日時」の表示領域６６には、掲示板情報の書込日時、すなわちコメントが書き込まれ
た日時が表示される。
【００３４】
　ところで、コメントを書き込んだ平社員により承認されると、平社員に加え、次の回覧
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者である係長にもコメント行７１の内容を閲覧できるようにしなければならない。そこで
、アクセス権設定部３４は、コメントＩＤ“１”の掲示板情報を、平社員に加え係長も閲
覧可能にするために、図６に例示したように、コメントＩＤ“１”に平社員及び係長の各
識別情報を対応付けしてアクセス権情報を生成し、アクセス権情報記憶部４０に登録する
。
【００３５】
　情報端末装置２０及び文書回覧装置３０は、基本的には、上記説明した動作を連係しな
がら行うことによって、承認、差戻しなど他の回覧状態において同様に掲示板情報に登録
され、またこれに伴い回覧の状態と書き込まれたコメントが回覧画面に表示される。コメ
ントに対するコメントが書き込まれた場合には、図５のコメントＩＤ“３”，“４”の掲
示板情報が生成され、またこの掲示板情報に従ってコメント行７４，７５が表示される。
また、差戻しボタン６０が選択されてコメントが書き込まれた場合、回覧管理部３２は、
差戻しボタン６０を選択した回覧者（この例では“課長”）の回覧状態を空白に戻すと共
に、その回覧の直前の回覧者（この例では“係長”）の回覧状態に“処理中”を設定する
。
【００３６】
　そして、最後の承認者である課長により承認されると、表示制御部３５は、コメント行
８１に例示したようにその旨を示す説明文を表示させる。そして、回覧対象の電子文書に
対する回覧処理は終了する。なお、否認ボタン５９が選択された場合は、承認が最終的に
得られなかったということなので、この場合も回覧対象の電子文書に対する回覧処理は終
了する。
【００３７】
　本実施の形態においては、以上のように回覧機能を実行する際に電子掲示板機能を連携
動作させ、また回覧に関する情報を電子掲示板形式にて表示する。回覧者は、この回覧画
面を参照して、次の若しくは直前の回覧者に対してコメントを所望のタイミングで書き込
むようにしてもよい。
【００３８】
　図７には、回覧対象の電子文書に関するコメントを全て表示した例を示したが、以下に
、回覧者からの表示指示に従い、その指示に該当するコメントを、他のコメントと識別可
能に表示させるという様々な表示の応用例について説明する。
【００３９】
　図７の回覧画面において、平社員と係長の各ノード５２の間にあるアーク５３をクリッ
ク選択した場合に表示される画面の一例を図８に示す。図７と比較すると明らかなように
、掲示板情報表示領域６１には、クリック選択されたアーク５３の両側のノード５２に対
応する平社員及び係長により書き込まれたコメントのみに絞り込まれて表示されることが
わかる。すなわち、アーク５３がクリック選択されると、表示制御部３５は、そのアーク
５３の両側のノード５２に対応する平社員及び係長に関する掲示板情報のみを掲示板情報
記憶部３９から取り出して回覧画面を生成する。より具体的には、各掲示板情報に設定さ
れた連係情報を参照し、平社員及び係長との組を示す“１－２”の掲示板情報を抽出する
。これにより、平社員と係長との間で行われたやり取りに注目しやすくなる。また、選択
したアーク５３の色を他のアークと異ならせるなど表示形態を異ならせることで、選択さ
れたアーク５３が一目瞭然に視認できるように表示してもよい。
【００４０】
　この機能は、選択されたアーク前後に位置する回覧者により書き込まれたコメントのみ
を表示させるための機能である。なお、この機能により回覧画面が生成され、絞り込まれ
た回覧者を認識するための案内表示領域８２が回覧画面に設けられる。なお、アーク５３
を再度クリック選択したり、図示しない戻るボタンを選択したりすることで、図７に例示
した元の回覧画面に表示を戻せるようにしてもよい。
【００４１】
　次に、図７の回覧画面において、平社員と係長の各ノード５２の間にあるアーク５３を
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クリック選択した場合に表示される画面の一例を図９に示す。図８を用いて示した機能と
異なり、ここで説明する表示機能では、掲示板情報表示領域６１には、クリック選択され
たアーク５３の両側のノード５２に対応する平社員及び係長により書き込まれたコメント
を強調表示する。図９では、ドットを付加して強調表示を表した。それ以外は図８を用い
て示した機能と同じでよい。
【００４２】
　次に、図７の回覧画面において、課長のノード５２をクリック選択した場合に表示され
る画面の一例を図１０に示す。図７と比較すると明らかなように、掲示板情報表示領域６
１には、クリック選択されたノード５２に対応する課長に関連したコメントのみに絞り込
まれて表示されることがわかる。すなわち、ノード５２がクリック選択されると、表示制
御部３５は、そのノード５２に対応する課長に関連する掲示板情報のみを掲示板情報記憶
部３９から取り出して回覧画面を生成する。より具体的には、各掲示板情報に設定された
連係情報を参照し、課長を示す“３”である掲示板情報を抽出する。これにより、課長に
関わるやり取りに注目しやすくなる。
【００４３】
　次に、図７の回覧画面において、平社員と係長の各ノード５２の間にあるアーク５３を
クリック選択した場合、アクセス権設定部３４は、選択されたアーク５３の両側のノード
５２に対応する平社員及び係長に関する掲示板情報を、平社員及び係長のみが参照できる
ようにアクセス権を設定する。すなわち、係長がコメントＩＤ“４”を書き込んで承認を
行って課長が承認作業を行う対象になった時点で、コメントＩＤ“１”～“４”のアクセ
ス権者には、平社員、係長に課長が加えられてアクセス権情報が設定されることになる。
つまり、課長は、連係情報が“１－２”であるコメントＩＤ“１”～“４”の掲示板情報
を参照できる状態にある。平社員と係長の各ノード５２の間にあるアーク５３が平社員又
は係長によりクリック選択された場合、アクセス権設定部３４は、連係情報が“１－２”
であるコメントＩＤ“１”～“４”を掲示板情報から抽出し、そのコメントＩＤ“１”～
“４”に対応したアクセス権情報に含まれるアクセス権者の中から“課長”を削除する。
これにより、該当するコメントＩＤ“１”～“４”のコメントは、課長により参照できな
くなる。
【００４４】
　なお、以上説明した機能でも図８を用いて説明した機能でも、当該機能を発揮させるた
めの操作指示として、いずれもアーク５３をクリック選択することにした。従って、文書
回覧システムにおいて両方の機能を同時に有効とするためには、違う操作により機能を実
行できるようにすればよい。例えば、アーク５３を右クリックして機能一覧をリスト表示
させ、その中から図８を用いて説明した絞り込み表示機能や前述したアクセス制御機能を
選択できるようにしてもよい。
【００４５】
　図１１は、回覧処理が進行する間に表示される回覧画面の他のフォーマットの例を示し
た図である。図１１に例示したように、各コマンド行７１～７５には、表示されたコメン
トに対してコメントを返信する場合に選択可能なボタンを表示する返信コメント用ボタン
の表示領域８３が対応付けられている。なお、図面のスペース上、表示領域６５，６６は
、図１１から省略した。
【００４６】
　図１１において、各ボタン５７～６０は、新規コメントの書込みのためのボタンという
位置付けである。従って、新規コメントを伴う回覧操作(承認、否認、差戻し)のためのボ
タン５７～６０は、自身（この例では課長）が回覧処理中のときに選択可能である。一方
、返信コメント用ボタンにおけるコメント書込ボタン５７は、全てのコメントに対して割
り当てられている。つまり、全てのコメントに対してコメントの返信は可能である。返信
コメント用ボタンにおける承認ボタンは、自身が回覧処理中のとき、直前の回覧者(ここ
では係長)によるコメントのうち最新のもの一つに対して設定可能である。返信コメント
用ボタンにおける否認ボタンは、自身が回覧処理中のとき、すべてのコメントに対して設
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直前の回覧者(ここでは係長)によるコメントに対して設定可能である。
【００４７】
　図１１に示した例によると、課長は、回覧画面に表示されているコメントのいずれに対
してもコメントを書き込むことができ、目的に応じて所望のボタンを選択すればよい。な
お、本実施の形態では、返信コメント用ボタンの表示領域８３を設け、コメントの返信を
指示させる部品として、その表示領域８３の中に選択なボタンを表示するようにしたが、
例えばコマンド行を右クリックさせてプルダウンメニューを表示させるなど、図１１に例
示した以外の表示形態にてこの機能を実現してもよい。
【００４８】
　図１２は、本実施の形態における電子文書回覧システムを、データの入力／更新のため
のシステムに適用した場合の回覧画面のフォーマットの一例を示した図である。なお、こ
のシステムの場合、図３に示した文書管理部３６の代わりにデータの入力／更新の管理を
行う手段、回覧文書記憶部４１の代わりに契約情報を記憶する手段を設けることになるが
、この例のように、本実施の形態における電子文書を、様々な電子文書の回覧処理システ
ムに適用してもよい。また、電子文書に限らず、電子的な情報（電子情報）を対象にする
ことができ、その対象が、例えば、画像情報、図面情報、プログラムのソースコード、動
画情報、音声情報であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本実施の形態における電子文書回覧システムの全体構成図である。
【図２】本実施の形態における文書回覧装置及び情報端末装置をそれぞれ形成するコンピ
ュータのハードウェア構成図である。
【図３】本実施の形態における電子文書回覧システムのブロック構成図である。
【図４】本実施の形態における回覧情報記憶部に記憶された回覧情報のデータ構成例を示
した図である。
【図５】本実施の形態における掲示板情報記憶部に記憶された掲示板情報のデータ構成例
を示した図である。
【図６】本実施の形態におけるアクセス権情報記憶部に記憶されたアクセス権情報のデー
タ構成例を示した図である。
【図７】本実施の形態における回覧画面のフォーマットの一例を示した図である。
【図８】本実施の形態における回覧画面の他の表示例を示した図である。
【図９】本実施の形態における回覧画面の他の表示例を示した図である。
【図１０】本実施の形態における回覧画面の他の表示例を示した図である。
【図１１】本実施の形態における回覧画面の他の表示例を示した図である。
【図１２】本発明に係る回覧システムをデータの入力／更新のためのシステムに適用した
場合の回覧画面のフォーマットの一例を示した図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　ＣＰＵ、２　ＲＯＭ、３　ＲＡＭ、４　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、５　
ＨＤＤコントローラ、６　マウス、７　キーボード、８　ディスプレイ、９　入出力コン
トローラ、１０　ネットワークコントローラ、１１　内部バス、１２　ネットワーク、２
０　情報端末装置、２１　通信インタフェース部、２２　ユーザインタフェース部、２３
　文書処理部、２４　表示部、２５　入力部、３０　文書回覧装置、３１　通信インタフ
ェース部、３２　回覧管理部、３３　掲示板管理部、３４　アクセス権設定部、３５　表
示制御部、３６　文書管理部、３７　制御部、３８　回覧情報記憶部、３９　掲示板情報
記憶部、４０　アクセス権情報記憶部、４１　回覧文書記憶部。
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